
 

 

第１７８号議案 

 

 石巻広域都市計画被災市街地復興推進地域の変更について 

（石巻中部地区被災市街地復興推進地域の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計 画 書 

石巻広域都市計画被災市街地復興推進地域の変更（石巻市決定） 

都市計画石巻中部地区被災市街地復興推進地域を廃止する。 

名 称 石巻中部地区被災市街地復興推進地域 

位 置 

石巻市中央一丁目、中瀬、門脇町二丁目、門脇町四丁目、南

浜町二丁目、南浜町三丁目、湊町一丁目、湊町二丁目、湊町

三丁目、湊町四丁目、川口町一丁目、川口町三丁目、湊字御

所裏、湊東一丁目、湊東二丁目、湊東三丁目、湊西一丁目、

湊西二丁目、湊西三丁目の各全部、中央二丁目、中央三丁目、

住吉町一丁目、門脇町一丁目、門脇町三丁目、門脇町五丁目、

南浜町一丁目、南浜町四丁目、雲雀野町一丁目、日和が丘二

丁目、不動町一丁目、不動町二丁目、八幡町一丁目、八幡町

二丁目、大門町三丁目、明神町二丁目、湊字大門崎、湊字須

賀松の各一部 

面  積 約２２６．２ｈａ 

緊急かつ健全な復興を図るた

めの市街地の整備改善の方針 

当地区では、土地区画整理事業等により、地域の安全性と

利便性に配慮した道路網の構築、避難場所等の適正な配置を

行い、また、都市公園等を河川堤防と併せて整備し、災害に

強い健全で良好な市街地の形成を図る。 

被災市街地復興特別措置法第

7条の規定による制限が行わ

れる期間満了の日 

平成２５年３月１０日 

「区域は計画図表示のとおり」 

理   由 

別紙理由書のとおり 

R7.12.1 

宮城県協議 
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理由書 

（石巻中部地区被災市街地復興推進地域） 

 本地域は、東日本大震災により相当数の建築物が滅失し、土地区画整理事業等の実施により緊急かつ健

全な復興を図る目的で決定したものである。決定後は、地域内の６地区において被災市街地復興土地区画

整理事業を実施し、都市基盤の再整備を進めてきた。 

平成３０年２月に中央一丁目地区、平成３１年１月に新門脇地区、令和３年３月に湊北地区、令和３年

１１月に湊西地区、令和４年３月に湊東地区及び中央二丁目地区における換地処分の公告がなされた。 

また、令和３年３月に都市公園である石巻南浜津波復興祈念公園の整備が完了し、令和４年４月に河川

堤防の整備が完了した。 

なお、被災市街地復興土地区画整理事業を実施した全６地区において、令和５年度までに清算金取扱い

事務等を含めた事業の一切が完了したことに伴い、令和６年度に「石巻市被災市街地復興土地区画整理事

業施行に関する条例」が廃止され、当初の目的を達成したことから、被災市街地復興推進地域の全域を廃

止するものである。 
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石巻広域都市計画

石巻中部地区被災市街地復興推進地域（廃止）
（約 226.2ha）

石巻中部地区被災市街地復興推進地域の廃止　総括図
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